
「伯耆町空家等対策推進補助金」について 

 

１．補助事業の概要 

（１）対象となる建築物（次の①～③をすべて満たす建築物が対象となります。） 

①伯耆町内に存在していること。 

②空き家であること 

③周辺へ悪影響を及ぼしているもの（危険度判定） 

◆国の定めるガイドライン等に基づき判定  

 

（２）補助の内容 

①集落活用タイプ 

集落において集落用施設用地（例：駐車場、防災避難用空地、公園、道路）等とし

て活用するため、老朽化した危険な空き家住宅を除却する場合に、除却費用を補助

するもの 

◆補助割合   １０/１０（上限２，０００千円） 

◆補助対象者  集落 

    ◆留意事項   事業完了後の所有者は集落とすること。（もしくは長期貸借契約

等実施） 

◆事業実施主体 集落（所有権の移転、長期貸借契約等及び工事実施） 

     

※事業完了後の用地の管理等については集落で行っていただきます。 

    ※他の権利者（抵当権設定者など）からの同意を得ることができない場合は、対象

となりません。 
 

②個人除却タイプ 

     集落からの要請により、個人（所有者）が老朽化した危険な空き家住宅を除却す

る場合に、除却費用の一部を補助するもの。 

◆補助割合   １/２（上限１，０００千円） 

◆補助対象者  個人（所有者） 

◆留意事項   集落から個人（所有者）へ除却を要請した場合に限ります。 

◆事業実施主体 個人（工事実施） 

 

※事業完了後の用地の管理等については、引き続き個人が行います。 

※税金等の滞納がある方、暴力団関係者の方及び他の権利者（抵当権設定者など）

からの同意を得ることができない方は、対象となりません。 

 

③その他制度 

集落から対応依頼のあった空家等による被害が及ぶ恐れのある方が、空家等の所

有者（管理者）等に対し適正な管理を求めるよう、弁護士に委託し空家等の所有者

に対し要請を行った場合の費用の一部を補助。 

◆補助割合   １/２（上限２万５千円） 

◆補助対象者  個人（空家等による被害が及ぶ恐れのある方） 

◆留意事項   集落からの対応依頼により、所有者（管理者）に対し町から通知

（情報提供）が行われているものに限ります。 
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（３）その他 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する特定空家※を除却する場合は、通常

よりも高補助率となります。 

① 集落活用タイプ  補助割合：４/５ 上限：３，０００千円 

 ②個人除却タイプ  補助割合：４/５ 上限：１，５００千円 

 

 ※特定空家  

  空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第２項に規定される 

  「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生

上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を

損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切で

ある状態にあると認められる空家等」 

  であり、伯耆町空家等対策協議会で決定されます。 


